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出所：日本総研作成

特定非営利活動法人日本エステティック機構

活動概要

団体の基本情報

日本エステティック機構[JEO]は2004年5月、エステティックに関する認証活動を行う中立・公平な第三者機関として発足しました。
経済産業省が発表した「エステティック産業の適正化に関する報告書（2003年）」を受け、「消費者利益の保護」と「エステティックの健全な発展」を
目的に消費者が安心してエステティックサービスを受けられる仕組み（制度）を策定・実施する、業界独自の取組みを行う機関として設立され現在に
至ります。

会員企業数 17名（昨年：17名） Webページ https://esthe-npo.org/

概要

ガイドラインの概要

教育管理、技術サービスや機器の安全・衛生管理、関連法令・業界自主基準の遵守など、上記5項目から更に
細分化し、継続型サロンは48項目、非継続型サロン（都度払いサロン）は30項目の基準を定めています。

ガイドラインURL https://esthe-npo.org/esthe/pdf/salon_v4v4syusi1_231124.pdf

活動実績

ガイドラインに係る今年度の活動実績

消費者の認知や理解を広げる活動
・ホームページにて消費者向けのエステティック利用の注意喚起やQ＆Aのページを設け、それらの活動を通じて認
証サロンのメリットを紹介している。

関連業種の意見を聞き、JIS開発に生かす活動

現在開発中のJIS規格に対して関連業種（信販業界等）にサロンの営業活動に関しての意見を聞き、認証基
準の改定作業に活かしている。

ガイドラインに賛同する事業者を広げる活動
• 展示会に出展しサロン認証の取得に関しての講演活動を行っている。
• オンラインセミナーを毎月実施しサロン認証制度等の説明を行っている。

ガイドライン名 エステティックサロン認証基準
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